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平 成 １７ 年 度   事 業 計 画 書 
 

平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日 

 

Ⅰ. 基本方針 

我が国産業の国際競争力の強化、経済･社会の活性化のための改革が進められる中、知的財産分野におい

ては、政府が「知的財産立国」の実現に向けて国家戦略として知的財産の創造と保護・活用に取り組むために

策定した「知的財産戦略大綱」（平成１４年７月）及び「知的財産推進計画2004」（平成１５年７月）に沿って、知的

財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することが求められていることから、デザ

インについても、創造、保護及び活用に関する知的創造サイクルの活性化と確立が課題となっている。 

また、デザインは、技術革新や情報化の進展、社会・産業構造の変化などにより、その領域が拡大しつつある

が、企業活動においては、競争力強化のために、デザインによる製品の高付加価値化・差別化やブランドの確

立が重要となってきており、企業の経営戦略もデザインの役割は大きくなる傾向にある。 

これらの情勢を踏まえ、平成１７年度においては、デザインの創造と保護の強化、そして戦略的活用への取り

組みに資するべく、以下の諸事業を充実・強化し、一層の推進を図る。 

まず、デザインの保護に関する事業については、 

⑴企業などのデザイン開発及び大学などの教育・研究活動の場において創作されたデザインを保護する

手段として活用できる「創作デザインの寄託」の積極的な宣伝・普及活動を行い、 

⑵デザインの保護、デザインの戦略的活用をテーマとするセミナーを随時開催する。 

次に、研究センターの事業については、センターの機能を引き続き強化し、 

⑶意匠権調査等の調査業務やデザイン保護に関する相談業務を着実に行い、 

⑷デザインの開発・管理や意匠権情報の把握に有用な「意匠マップ」の電子データによる高度加工と作成

の迅速化を図る。 

また、特許庁の行政施策に対する協力については、  

⑸意匠登録出願の迅速かつ的確な審査が推進できるよう、公知資料の意匠分類整備等の事業体制を強

化し、審査資料として重要な公知資料データの精度向上を図り、 

⑹デザイン関連情報の外部公開に関する施策を推進するために、意匠審査用の公知資料（データベース）

の公開に必要な著作物利用許諾（公開許諾）を得るための作業を行う。 

さらに、本会の事業を今後より発展させるために、 

⑺デザイン関係団体、業界団体、教育関係団体等との連携・協力を積極的に進める。 
 

Ⅱ. 事業計画の概要 

 １.デザインに関する資料の収集・加工及び提供事業 

⑴出願事前調査、意匠権調査 

特許庁へ意匠登録出願をする前に意匠登録の可能性を知るため、または重複出願を防ぐための出願事

前調査を行う。 

また、デザイン開発及び製品（商品）化にあたって必要とする他社の意匠権情報や権利侵害の予見を得

るための意匠権調査を行う。 
 

⑵早期審査等の申出に関する先行意匠調査 

意匠登録出願に対する早期審査または早期審理の申し出手続において必要な先行意匠資料の調査を

行う。 
 
⑶デザイン関係資料の高度加工（「意匠マップ」の作成） 

デザイン開発・管理のための参考情報として、また、各社のデザイン傾向や意匠権に関する情報の把握

に有用な資料として、意匠公報に掲載の図面・権利情報のデータをもとに、意匠権者別・特徴別のグルー

ピング、画像レイアウトなどを電子処理で高度加工し、電子データ化した「意匠マップ」を作成する。 
 

⑷デザイン関係資料の閲覧サービス   

①意匠分類別にファイリングした意匠公報（紙形式のもの）を閲覧に供する。また、CD-ROM形式の意匠公

報も閲覧に供する。 

②意匠法に関する審決公報・判決のほか、デザイン等に関する判決や文献を閲覧に供する。 
 

⑸意匠公報等の整備 
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①意匠公報（紙形式のもの）については、１５年間の発行分を意匠分類単位に整備する。また、意匠公報目

次についても同様に整備する。 

②意匠法に関する審決公報・判決や、著作権法・不正競争防止法等の判決のうち、デザインに関係したも

のを継続的かつ体系的に収集・整備する。また、意匠・デザイン関連の文献等を収集・整備する。 
 

２.デザインの保護事業 

⑴「創作デザインの寄託」 

企業などのデザイン開発及び大学などの教育・研究活動の場において創作された様々なデザインや意

匠登録出願に至らないデザインの寄託を受け付けて保管する。寄託のデザインは秘密の状態で管理する

が、寄託者から公開の申し出があったものについては、インターネット上で公開する。 

また、寄託者の請求により、創作の事実などの証拠として利用できる寄託証明書または公知日証明書を

発行する。 
 

⑵「カタログの寄託」 

企業などが開発した製品（商品）デザインが掲載されたカタログの寄託を受け付けて公開し、閲覧に供す

る。 

また、寄託者の請求により、意匠登録を無効にする証拠や、新規性喪失の例外規定の適用を受けようと

する意匠登録出願をするときの公開事実の証明として利用できる公知日証明書を発行する。 
 

⑶「意匠公開情報」 

企業などが製品（商品）化を予定したデザインや、意匠登録出願をするまでもないと判断したデザインな

どを「意匠公開情報」に掲載し、インターネットを通じて公開する。また、掲載申込者の請求により、「意匠公

開情報」による公開事実の証明を行う。 
 

３.デザインの保護及び利用に関する調査・研究事業 

⑴「意匠研究会」の開催 

デザイン等の知的財産に関わる諸制度の改革が推進されつつある情勢を踏まえ、また、意匠登録制度

の発展に寄与するために、意匠法などの知的財産権分野の学者・弁護士・弁理士等、学識経験者で構成

された「意匠研究会」を定期的に開催して、デザインの保護に関する内外国の法制度・判決等について調

査・研究を行うとともに、学識交流を図る。調査･研究の成果は、会報に逐次掲載し、セミナーにおいても発

表する。 
 

⑵デザイン情報のデータベース化と情報提供についての検討 

デザイン開発などに必要な情報の提供及びデザインの保護に資する情報の保全を図るために、公知意

匠等のデザイン情報のデータベース化とその情報提供に関する事業のあり方について引き続き検討を行

う。 

また、本事業の実施に必要な「公知意匠検索システム」が平成１４年にほぼ完成し、データベースの公開

を試行的に開始しているが、平成１７年度も継続してデータベースの公開を試行する。 
 

⑶デザインに関する判決の調査・研究 

デザインに関係した侵害系民事訴訟事件（意匠権侵害差止請求、不正競争差止請求、著作権侵害請

求、損害賠償請求等）の判決及び意匠法関連の審決取消訴訟事件の判決について調査・研究し、判示事

項を作成する。また、判示事項は会報に逐次掲載する。 
 

４.デザインの保護及び利用に関する指導・相談事業 

専門資格者（弁理士）、意匠実務経験者を研究員に委嘱して、デザイン保護の方法や意匠登録に関する

手続き、意匠権調査などについて、指導及び相談業務を行う。 
 

５.デザインの保護及び利用に関する講習会の開催及び図書刊行物等の発行事業 

⑴セミナーの開催 

デザインの知的創造サイクルの活性化に資するために、デザインの保護、デザインの戦略的活用をテー

マとするセミナーを開催する。開催方法については、デザイン政策に関わる行政機関やデザイン関係団体

との連携（共催等）を検討する。 
 

 

⑵デザインの保護及び利用に関する講習会・講演会の開催 
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デザインの保護及び利用に関するテーマを取り上げて、実務者等を対象とする講習会または講演会を

開催し、デザイン保護及び利用に関する理解を深める。 
 

⑶会報「DESIGN PROTECT」の発行 
①デザインの保護及び利用について理解を深めるために、内外国のデザイン事情やデザイン保護への取

り組みに関する情報、法制度の研究成果等を「DESIGN PROTECT」に掲載し、定期に発行する。 
②編集方針及び構成内容の見直しを行い、会報の充実化を図る。 
 

６.デザイン保護機関の業務の連絡・調整事業 

デザイン保護機関（㈶生活用品振興センター、高岡金属意匠審議会等）との業務の連絡及び調整を行う。 
 
７.デザインの保護に関する行政施策への協力事業 

特許庁の意匠行政施策に協力し、以下の事業を行う。 

⑴公知資料の意匠分類整備事業 

内外国の図書・雑誌、カタログ等及び外国意匠公報に掲載された公知意匠から特許庁の審査資料とし

て必要な意匠を抽出し、意匠分類及び意匠ファセットターム（Ｄターム）の付与、書誌データ及びイメージデ

ータの作成を行い、意匠審査用の公知資料データとして特許庁に納品する。 

また、インターネット上に掲載された新製品情報からも意匠の抽出、意匠分類及び意匠ファセットターム

（Ｄターム）の付与を行い、意匠審査用の公知資料データとして特許庁に納品する。 
 
⑵公知資料の外部公開のための著作物利用許諾（公開許諾）に関する事業 

特許庁保有のデザイン関連情報としての公知資料（データベース）を外部に公開するために、平成１７年

度は、公知資料のうちインターネット（内国サイト）等からの抽出分について、著作物利用許諾を得るための

必要な作業を行い、公開許諾結果リストを特許庁に納品する。 
 

８.その他 

⑴デザインの保護及び利用等に関する事業を今後より発展させるために､デザイン関係団体、業界団体、教

育関係団体等との連携・協力を積極的に進める。 
 
⑵事業の実施にあたって設けている各種の料金について、必要な見直しを行い、料金体系の適正化を図る。 

 


